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平成２０年 9月１日(１)   

開議 １０時１５分 

○議長 秋成茂信君 

 皆さん、おはようございます。 

只今の出席議員は１７名です。只今から、平成２０年第４回豊前市議会定例会を開会し、

本日の会議を開きます。 

日程第１ 会期決定の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、議会運営委員会で協議のとおり、本日９月１日から９月２２日まで

の２２日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、会期は２２日間と決定いたしました。 

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、３番岡本清靖議員、

１５番尾家啓介議員を指名いたします。 

 日程第３ 諸般の報告をいたします。監査委員から、平成２０年５月分から７月分まで

の出納例月検査の報告がありました。各報告書については、事務局に保管していますので、

ご了承願います。 

 日程第４ 提出議案の上程を行います。提案理由の説明を受けることにいたします。 

今定例会は、議員から議案５件、市長から議案１９件、報告６件の提出があっております。 

これを一括上程し議題といたします。 

 最初に、議員提出分について、古川議員から提出理由の説明を受けたいと思います。 

古川議員、よろしくお願いします。 

○８番 古川哲也君 

 おはようございます。それでは、私から、議案第５４号から５８号までを提案議員を代

表して説明を申し上げます。 

議案第５４号は、委員会条例の一部改正であります。国保関係の委員会の所管は、現在、

国保税については総務委員会、保険の給付・資格の得喪等税以外については、文教委員会

というように、２つの委員会に分かれております。今回、国保税の所管を文教厚生委員会

に移し、１つの委員会で総合的、また一体的に審査ができるように改正するものでありま

す。行橋市等、他市においても、同様の取り扱いをしている議会が多くあるようでありま

す。 

 次に、議案第５５号から５８号までについては、地方自治法の改正に伴うものでありま

す。地方分権改革の推進により、地方公共団体の権限や機能が拡大する中で、地方議会の

果たすべき役割と責任は、ますます重要なものとなっており、これを反映して、我々地方
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議員に求められる活動領域も拡大しております。このような実態等を踏まえ、これまで以

上に議員活動を展開していくために、議員の位置付けの明確化が必要であることから、今

回、地方自治法が改正されたわけであります。 

議案第５５号は、全員協議会の位置付けを明確にする案件であります。 

今まで、全協につきましては、法的な設置根拠はなく、任意的な集まりでしかありません

でしたが、今回の改正により、法的に位置付けられた協議の場となるわけであります。 

 議案第５６号及び５７号は、５５号に関係する自治法が追加されたことにより、豊前市

の図書室条例と、政務調査費に関する条例において、根拠法令(自治法１００条)の項が１

項ずれたものであります。内容については変わっておりません。 

 議案第５８号は、議員の報酬の支給方法等が、他の行政委員会委員等の報酬の支給方法

と異なっていることを明確化するため、報酬の名称を議員報酬と改めることと、もう１件、

全協が法的な協議の場となったことにより、費用弁償の支給を可能とするためのものであ

ります。 

以上のとおりでありますが、これらの案件につきましては、本日、本会議において即決

をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げて、提案理由の説明を終

わります。 

○議長 秋成茂信君 

 次に、市長から説明願います。市長。 

○市長 釜井健介君 

 本日ここに、平成２０年第４回豊前市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には公私ともにご多用のところご臨席を賜り、誠にありがとうございます。厚く御礼を申

し上げます。 

 今議会に提案いたしました議案は、条例案件５件、字の区域の変更案件１件、予算案件

２件、決算案件１１件、報告案件６件の合計２５件であります。 

 次に、議案の順序により、ご説明を申し上げます。 

議案第５９号は、豊前市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例の制定についてで

あります。地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係規定を整備するための案

件であります。 

 議案第６０号は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例の制定についてであります。豊前市立養護老人ホーム向陽荘の廃止に伴い、

関係規定を整備するための案件であります。 

 議案第６１号は、豊前市農業集落排水施設整備基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。豊前市農業集落排水施設事業に、地方公営企業法の全部を適用し、豊

前市下水道事業特別会計としたため、関係規定を整備するための案件であります。 

 議案第６２号は、豊前市空き地等管理の適正化に関する条例の一部を改正する条例の制
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定についてであります。戸籍法及び住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の第三

者請求の制限が行われ、所有者等の調査をする根拠を明示する必要が生じたため、関係規

定を整備するための案件であります。 

 議案第６３号は、豊前市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。新たな給水区域に生活用水を供給することによる給水人口の増と、水

需要予測を再評価したことに伴い、関係規定を整備するための案件であります。 

 議案第６４号は、字の区域の変更についてであります。土地改良法第８５条第１項の規

定による豊前市合河北部地区の土地改良事業の実施に伴い、字区域の変更が必要なため、

地方自治法第２６０条第１項の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 

 議案第６５号は、平成２０年度豊前市一般会計補正予算(第１号)であります。 

今回の補正予算は、市政運営上、緊急必要とされる経費等について所要の措置をいたした

ところであります。その補正額は、１億１５４９万５０００円で、補正後の予算総額は、

１１４億６１０９万５０００円であります。 

 歳出の目的別補正の概要について、ご説明を申し上げます。 

２款総務費に、２０３９万円の補正であります。その主なものは、過誤納還付金に１７０

０万円、電算システム経費に３３９万円の補正であります。 

 ３款民生費に、８２３万４０００円の補正であります。その主なものは、四公費システ

ム改修費に、２６８万８０００円、乳幼児医療費に５３１万１０００円の補正であります。 

 ６款農林水産業費に、４８２８万４０００円の補正であります。その主なものは、農村

環境整備事業費に５０１万円、林業振興事業費に３５６万９０００円、荒廃森林再生事業

費に、３５４７万円の補正であります。 

 ７款商工費は、天狗の湯外構改修工事費に２０００万円の補正であります。 

８款土木費に、１１２３万７０００円の補正であります。その主なものは、道路新設改良

費に１０００万円の補正であります。 

 ９款消防費は、消防施設修繕費に１２０万円の補正であります。 

１０款教育費に、６１５万円の補正であります。その主なものは、千束小学校耐震診断委

託料に３６０万円、ほ場整備発掘調査費２５５万円の補正であります。この補正予算の財

源は、歳出補正に伴う県支出金等の特定財源のほか、一般財源として、平成１９年度繰越

金をそれぞれ措置いたしたところであります。 

 議案第６６号は、平成２０年度豊前市公共下水道事業会計補正予算(第１号)についてで

あります。平成２０年度公共下水道事業会計予算第６条に定めた一時借入金の限度額１０

０万円を３億円に改めるものであります。 

議案第６７号から７７号までは、平成１９年度の決算の認定に関する議案であります。 

同議案に係る一般会計のほか、８特別会計の概要及び各部門別の主要施策の成果等につき

ましては、別冊に記述のとおりでありますので、関係の説明は省略させて頂き、会計別の
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決算等について、そのあらましを申し上げます。 

 議案第６７号 豊前市一般会計の最終予算額は、１１７億７１３万５０００円でありま

す。これに対し、歳入決算額は、１１２億５６６２万６５２８円で、予算に対する収入率

は９６．２％、歳出決算額は１１１億２０２５万６９０８円で、対予算の執行率は９５．

０％、歳入歳出差引１億３６３６万９６２０円の形式黒字となっておりますが、翌年度へ

の繰越財源を差引いた実質収支額は、１億３０１万８６２０万円の黒字決算となっており

ます。このうち６０００万円は、地方自治法第２３３条の２及び財政調整基金条例第２条

の規定に基づき、積立てをいたしております。 

 議案第６８号 豊前市国民健康保険事業特別会計の最終予算額は、３９億６１４９万７

０００円であります。これに対し、歳入決算額は４０億３９５６万６３８７円で、予算に

対する収入率は１０２．０％、歳出決算額は３６億７４１０万８０８３円で、対予算の執

行率は９２．７％、歳入歳出差引３億６５４５万８３０４円の黒字で、翌年度繰越金とな

っております。 

 議案第６９号 豊前市老人保健特別会計の最終予算額は、４６億２２１６万８０００円

であります。これに対し、歳入決算額は、４１億３１３３万２４０３円で、予算に対する

収入率は８９．４％、歳出決算額は４２億１０３６万５９１８円で、対予算の執行率は９

１．１％、歳入歳出差引７９０３万３５１５円の歳入不足となっておりますので、翌年度

より繰上充用いたしております。 

 議案第７０号 豊前市住宅新築資金等貸付事業特別会計の最終予算額は、４５３２万４

０００円であります。これに対し、歳入決算額は１０７０万１０２１円で、予算に対する

収入率は２３．６％、歳出決算額は４４８０万５１２５円で、対予算の執行率は、９８．

９％、歳入歳出差引３４１０万４１０４円の歳入不足となっておりますので、翌年度より

繰上充用いたしております。 

 議案第７１号 豊前市農業集落排水施設事業特別会計の最終予算額は、３７２５万４０

００円であります。これに対し、歳入決算額は３７２４万２９２３円で、予算に対する収

入率は９９．９％、歳出決算額は３０１７万７１２０円で、対予算の執行率は８１．０％

で、歳入歳出差引７０６万５８０３円の黒字で、翌年度繰越金となっております。 

 議案第７２号 豊前市公共下水道事業特別会計の最終予算額は、５億８６５４万９００

０円であります。これに対し、歳入決算額は、５億８２８６万６３３９円で、予算に対す

る収入率は９９．４％、歳出決算額は、５億２１６５万７０８５円で、対予算の執行率は

８８．９％、歳入歳出差引６１２０万９２５４円の黒字で翌年度繰越金となっております。 

 議案第７３号 豊前市公共用地先行取得事業特別会計の最終予算額は、１０００万円で

あります。これに対し、１９年度は執行額０につき、全額不用額となっております。 

 議案第７４号 豊前市営駐車場事業特別会計の最終予算額は、８５０万円であります。

これに対し、歳入決算額は１１５８万５３１３円で、予算に対する収入率は１３６．３％、



 5 

歳出決算額は７５４万２８００円で、対予算の執行率は８８．７％、歳入歳出差引４０４

万２５１３円の黒字で、翌年度繰越金となっております。 

 議案第７５号 豊前市バス事業特別会計の最終予算額は、３３３８万１０００円であり

ます。これに対し、歳入決算額は、３２８２万２０９円で、予算に対する収入率は９８．

３％、歳出決算額は３２８２万２０９円で、対予算の執行率は９８．３％で、歳入歳出は

同額となっております。 

 議案第７６号 豊前市水道事業会計の平成１９年度決算は、収益的収支では、収入５億

６４０５万４４０３円に対し、支出５億１５５１万５４３９円であり、消費税を除いた実

質収益は、４４６０万１８５８円となっております。なお、営業外収入につきましては、

当年度他会計補助金及び業務受託収益による収益であります。諸経費の節減と有収率の向

上に努めてまいりましたが、支出の主な要因は、京築地区水道企業団への受水費支払によ

るものであります。 

また、資本的収支では、収入１億７４７８万３４５０円に対し、支出２億７６９１万９

０１４円であり、差引１億２１３万５５６４円の不足が生じておりますが、この不足額に

つきましては、過年度分損益勘定留保金５０７６万９５１３円で、当年度分損益勘定留保

資金４７１４万３１０５円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４２２万２

９４６円で補填したところであります。 

 事業面では、配水管布設と漏水防止対策を含めた老朽管の布設替工事９工事、工事延長

２０４４．１ｍを実施しました。また、第８期拡張事業につきましては、工事箇所８工事、

工事延長２００２．５ｍを完了したところであります。経営効率化の結果といたしまして、

料金収入の増加、人件費の減少として現れております。今後とも、なお一層の効率的な経

営の推進に企業努力をしてまいる所存であります。 

議案第７７号 豊前市東部地区工業用水道事業会計の平成１９年度の決算は、収益的収

支では、収入１８０７万７５４７円に対し、支出１４７５万７６４円であり、消費税を調

整した当年度純利益は３３２万６７８３円であります。なお、営業外収益につきましては、

上水道会計からの受託業務による収入であります。事業内容といたしましては、豊前東部

工業団地内企業１社に工業用水を供給しております。また、資本的収支は、施設整備等を

行いませんでしたので、収入支出ともに０円となっております。 

 報告第４号は、平成１９年度豊前市の財政の健全化判断比率について、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、監査委員の意見を付して報告する

ものであります。健全化判断比率である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比

率及び将来負担比率は、いずれも国の早期健全化基準を大きく下回っており、健全な財政

状況にあると判断されました。 

 報告第５号は、平成１９年度豊前市農業集落排水施設特別会計の資金不足比率について。 

報告第６号は、平成１９年度豊前市公共下水道事業特別会計の資金不足比率について。 
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報告第７号は、平成１９年度豊前市水道事業会計の資金不足比率について。 

報告第８号は、平成１９年度豊前市東部地区工業用水道事業会計の資金不足比率について

であります。各会計の資金不足比率については、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第２２条第１項の規定により、監査委員の意見を付して報告するものであります。 

各会計における資金不足比率については、資金不足を生じた会計がないため、いずれも

経営健全化基準に該当しておりません。 

 報告第９号は、豊前市土地開発公社の平成１９年度事業及び決算並びに平成２０年度事

業計画及び予算について、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により報告するもので

あります。 

以上、提出議案の概要について、ご説明申し上げましたが、いずれの議案も市政運営上、

緊急かつ必要な案件でありますので、議員各位には慎重にご審議の上、すみやかにご議決

くださいますようお願い申し上げます。 

なお、議案第５９号につきましては、本日ご審議の上、ご議決くださいますよう重ねて

お願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。以上です。 

○議長 秋成茂信君 

 次に、今定例会に提案されています決算認定案件について、監査委員から、審査報告を

求めます。古野監査委員、お願いします。 

○監査委員 古野正巳君 

 今回、審査に付されました平成１９年度豊前市一般会計及び特別会計歳入歳出決算並び

に公営企業会計決算の審査の経過と概要について、ご報告いたします。 

 審査は、本年の６月２日から８月８日まで、山本監査委員とともに実施いたしました。 

詳細につきましては、別冊審査意見書がありますので省略させて頂きます。 

 初めに、平成１９年度歳入歳出決算の収支状況のうち実質収支は、一般会計では、１億

３０１万９０００円の黒字となっており、財政調整基金への積立て、取崩し、市債の繰上

償還額などを整理した実質単年度収支も、２４４９万２０００円の黒字決算となっており

ます。なお、実質収支額１億３０１万９０００円のうち、６０００万円は、地方自治法及

び基金条例の規定に基づき財政調整基金に積立てられております。 

特別会計では、老人保健、住宅新築資金等貸付事業会計は赤字となっておりますが、そ

の他の会計は黒字、或いは、収支が均衡しており、特別会計を合計した実質収支は、３億

２４６３万７０００円の黒字決算となっております。 

 次に、一般会計のうち主なものを対前年度比で見ますと、歳入では、自主財源の根幹で

あります市税は、税源移譲により市民税個人分が２億７６７４万４０００円、(３２．４％)

の増、固定資産税家屋分が２７５７万２０００円の増となっておりますが、市民税法人は

最近の景気動向を反映して２２１４万５０００円の減となっており、市税の合計では、２

億８９５４万９０００円(９．２％)の増収となっております。 
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依存財源では、税源移譲により所得譲与税が廃止されたことにより、地方譲与税が１億

９３６５万１０００円の減、地方交付税が２億４８８３万円の減，地方債の借入れは上町

団地建替え、横武小学校屋内運動場建替事業などの整備に伴い、前年度より３億１４４８

万６０００円の増となっており、歳入総額は、前年度に比べ４億４２５０万円、(４．１％)

増の１１２億５６６２万７０００円となっております。 

自主財源のうち、市税、国民健康保険税、その他の収入につきましては、収入率の向上

に努めておりますが、なお、収入未済額は多額なものとなっております。厳しい状況は理

解できますが、市民負担の公平、財源確保のため、滞納者には法的措置を含め厳正な対応

を要望してきたところです。歳出のうち、増減の大きい本年度執行額は、退職手当が退職

者数の増員により３億９０６４万２０００円、新規事業の道整備交付金事業が、１億１７

３１万３０００円、上町団地建替事業が５億９２６６万５０００円、横武小学校屋内運動

場建替事業が１億７７０１万円などであります。 

また、一般会計からの特別会計への繰出金は、国民健康保険事業特別会計をはじめ、老

人保健、農業集落排水施設事業、公共下水道事業、市バス事業の各会計に、前年度に比べ

合計で７９４万６０００円少ない９億１５７３万９０００円が、国の繰出基準、或いは、

赤字補填として繰出しをされております。 

普通会計でみる財政指標のうち、財政構造の硬直・弾力性を判断する経常収支比率は、

９６．４％で、前年度より３．１％悪化し、硬直化が進行しております。その主な要因と

しては、税源移譲により市税収入は伸びたものの普通交付税・所得譲与税など、経常一般

財源が減額となったこと。一方、経費は退職手当など人件費の増加、リサイクルセンター

建設に伴い、豊前市外２町清掃施設組合負担金など、経常一般財源支出が増加したことな

どであります。 

ご承知のとおり、原油、穀物など、輸入価格の高騰に始まり、景気の先行き不透明感が

増す中にありますが、市民福祉の増進・向上のため、市財政の健全化に一層の取り組みを

して頂きたいと思っております。 

次に、公営企業会計のうち、水道事業会計の平成１９年度の経営収支は、４４６０万２

０００円の黒字決算となっております。収益の主なものを対前年度比でみますと、営業収

益では、給水人口が３７５人、給水戸数が１２７戸それぞれ増加し、有収水量が伸びたこ

とにより水道料金、口径別納付金が２０６１万８０００円の増収となっております。 

また、一般会計からの補助金の受入れは、前年度より９３１万２０００円少ない７５７

０万円となっております。収支において、平成１５年度以降は黒字を堅持しておりますが、

内容的には、一般会計からの補助金に依存した構造に変わりはありません。 

その要因は、総費用４億９６１９万８０００円に対し、５２．７％の高い割合を占める

受水費が大きな負担となっております。また、現在、進められている伊良原ダムの完成時

には、豊前市は更に、新たな受水が計画されており、人口の減少、節水型社会への移行な
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ど、現状でみる限り収支の前途は極めて厳しくなることが予測されますので、懸念される

ようなことにならないためにも、特段の取り組みを要望するものであります。 

最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行に伴い、平成１９年度決算か

ら審査の対象となりました健全化判断比率、資金不足比率の概要について、ご報告いたし

ます。審査に付されました健全化判断比率のうち、実質赤字比率、連結実質赤字比率につ

きましては、ともに赤字額がありませんので、数値は表示いたしておりません。 

次に、実質公債費比率は１５．１％、将来負担比率は１３２．２％で、双方とも国が示

す早期健全化基準を下回った数値となっております。また、公営企業会計の資金不足比率

につきましては、いずれの会計も資金不足を生じていなかったことを報告し、終わります。 

○議長 秋成茂信君 

以上で、提案理由の説明及び監査委員の審査報告を終わります。 

続きまして、日程第５ 議案第５４号から議案第５９号までの６件を一括議題とし、質疑・

討論を受け採決を行いたいと思います。 

各議案に対して質疑の方はありませんか。 

(「なし」の声あり) 

これをもって質疑を終わります。 

お諮りいたします。只今議題となっております６議案については、会議規則第３７条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって委員会付託を省略することに決しました。 

これより討論に入ります。討論の方ありませんか。 

(「なし」の声あり) 

これにて討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

議案第５４号から議案第５９号まで６件を一括採決いたします。 

本案６件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。  

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって本案６件は原案のとおり可決されました。 

以上で本日の日程は、すべて終わりました。 

９月８日から１０日の本会議において、一般事務についての質問を行います。 

なお、議案に対する質疑は、一般質問の最終日に行います。一般質問及び議案に対して質

疑のある方は、本日、午後５時までに発言通告書を提出されるようお願いいたします。 

 なお、発言の順序は、通告書提出の順序といたします。 

それでは、本日はこれをもって散会いたします。ご苦労様でした。 

散会１０時５５分 


